
 

28 
 

 
(10) 手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 

 
計測値 1：退院患者のうち、肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者数 
計測値 2：計測値１のうち、肺血栓塞栓症予防管理料 (弾性ストッキングまたは間歇的空気圧迫装置を用

いた計画的な医学管理) を実施および、抗凝固薬（低分子量ヘパリン、低用量未分画ヘパリン、

合成 Xa 阻害剤、用量調節ワルファリン）が処方された患者数 
 
評価値の計算：割合（x.x％）：計測値２÷計測値１ 
 
収集期間：   令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月 
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010010：手術が施行された患者における肺血栓塞栓症の予防対策の実施率 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

医療機関種別 医療機関コード 医療機関名 母数 分子 割合

DPC以外病院 全体 0 0 0.0%


